
 

 1 

○山本座長  皆さん、おはようございます。 

  ただいまから「国民生活審議会消費者政策部会第２ＷＧ」を開催いたします。 

  皆様、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

  本日の会合では、本ワーキンググループで審議する事項のとりまとめについて御討議い

ただきます。 

  本日は、まず事務局から「消費者基本計画の検証・評価・監視について（案）」という

資料を中心にして、ポイントについて御説明を行いまして、その後審議を行っていきたい

と考えております。 

  それでは、事務局から資料の御説明をお願いします。 

○服部消費者企画課長  御説明させていただきます。 

  この資料でございますが、これまで２回にわたりまして御審議、具体的には今回のこの

ワーキンググループで御担当していただいております施策すべてにわたりまして、担当省

庁からのヒアリングを含めまして御討議いただきまして、その後、幾つかの重点審議施策

というものを抽出していただきまして、御議論を賜りました。これまでの御審議に基づい

て作成させていただいているものでございます。 

  このペーパーは「第２ワーキンググループ」となっておりますけれども、第１ワーキン

ググループは明日開催でございますが、同様のペーパーを御用意させていただくことを考

えておりまして、７月 12 日に予定しております消費者政策部会で、言わばこの２つのグル

ープのそれぞれのとりまとめが合体するというような形で、まとめていくということを想

定しております。 

  まず１枚目でございますが、第１パラグラフにつきましては、消費者基本法、消費者基

本計画における検証・評価・監視に関する規定を述べております。 

  第２パラグラフでございますが、国民生活審議会からの答申におきます御指摘を記述し

ております。 

  第３パラグラフでございますが、今までの経緯ということでございまして、２つのワー

キンググループが設けられたこと等々、審議の状況を述べております。 

  第２グループに御担当していただいた重点事項は、①～④でございます。 

  ２ページ以下でございますが、構成は大きく「Ｉ．計画の進捗状況」と「II．今後の重

点的取組み」というものになっております。 

  「Ｉ．計画の進捗状況」でございますが、消費者基本計画に規定されています消費者政

策の基本的方向、重点というカテゴリーに沿いまして、整理をさせていただいております。 

  「１．消費者の自立のための基盤整備」。 

  「（１）分野横断的・包括的な視点に立った取引ルールづくり」でございます。 

  ①は、金融商品取引法の話。 

  ②は、貸金業制度等に関する懇談会の話。クレジット取引をめぐる諸問題について、そ

れぞれ記述しております。 
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  ③は、迷惑メールに関する取組みを記述しております。 

  「（２）消費者団体訴訟制度の導入」に関することでございます。 

  ２．の「（１）消費者からの苦情相談の活用」ということで、国民生活センターと関係

行政機関との連携の仕組みのお話。 

  「（２）緊要な消費者トラブルへの対応」ということで、計画に盛り込まれておりまし

た事項について記述をしております。 

  ①は、ＩＴ安心会議の開催でございます。 

  ②は、架空請求・不当請求の件でございまして、ア、イ、ウと３つ並べております。 

  アは、取り締まりに関すること、また金融庁に寄せられた情報の金融機関への提供とい

うこと。 

  イは、携帯電話という点でございまして、プリペイド式携帯電話に係る取組みでござい

ます。 

  ウは、関係省庁による対策のフォローアップでございます。 

  「③偽造キャッシュカードによる被害の防止・救済」ということで、預金者保護に関す

る取組みを述べております。 

  「④フィッシングの防止」でございます。 

  アは、フィッシング対策推進連絡会の定期的な開催。 

  イは、フィッシングの対象となるクレジットカード会社、銀行等を中心としたフィッシ

ング対策協議会の設立支援について述べております。 

  次のページのウでございますが、取締まりの強化でございます。 

  「⑤外国為替証拠金取引の適正化」でございまして、行政処分等について述べておりま

す。 

  「⑥悪質住宅リフォーム事業者の排除」ということで、政府において決定いたしました

対応策について述べております。 

  ３．の「①耐震強度偽装問題への対応」ということで、ここで関係法の改正等について

述べております。なお、この点につきましては、資料２の方で各施策について掲載してお

りますが、施策の 20 ということで掲載をさせていただいております。 

  「II．今後の重点的取組み」でございます。 

  以下の事項を重点として、関係省庁一体となって強力に取り組むことが必要であるとい

うことでございます。 

  「１．消費者の自立のための基盤整備」でございます。 

  「（１）分野横断的・包括的な視点に立った取引ルールづくり」として「①  特定商取

引法における検討」について述べております。 

  「②  金融商品取引法の円滑な施行」。 

  「③  商品取引所法等の厳正な運用とより包括的な金融サービス法制の検討」というこ

とです。 
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  アといたしまして、海外商品先物取引の話。海外商品先物オプション取引ということも、

ここの中に盛り込んでおります。 

  イでございますが、商品取引所法の厳正な運用、同法の施行状況の注視とともに、金融

商品に係る規制の枠組みについて、引き続き検討する旨を述べております。 

  「④  多重債務問題への対応」ということです。 

  アの方は、貸金業制度に関すること。 

  イの方は、クレジット取引に関することでございます。 

  「⑤  悪質な勧誘販売行為を助長する不適正与信の排除」ということで、それに関する

検討事項を述べております。 

  「⑥  ＩＴを利用した取引における利用者保護ルールの検討」ということです。 

  アといたしまして、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の厳正な運用。同法

の効果についての評価ということ。オプトイン方式の有効性についての注視等々について

述べております。 

  イでございますが、通信販売における利用者保護のための方策について。また、クレジ

ット決済に係る安全・安心の確保について、述べております。 

  ウでございますが、裁判外紛争処理機関との連携の強化に関することでございます。 

  「（２）消費者団体訴訟制度の導入」ということで、①、②、③とございます。 

  ①は、消費者契約法の一部を改正する法律の施行に関連したことでございます。 

  ②は、独占禁止法及び景品表示法に関すること。 

  ③は、特定商取引法に関することでございます。 

  「２．緊要な消費者トラブルへの機動的・集中的な対応」ということで「（１）消費者

からの苦情相談の活用」を幾つか述べております。 

  ①は、国民生活センターからの政策提言に関することでございまして、消費者トラブル

への対応状況についての定期的とりまとめということ。 

  ②は、ＰＩＯ－ＮＥＴに関することでございます。苦情情報相談をより効果的に活用し

ていくということで、幅広い観点から検討するとしております。 

  ③でございますが、消費生活相談の現場でキャッチした警戒を要する情報についての提

供に関することでございます。 

  「（２）緊要な消費者トラブルへの対応」ということで、書いております。 

  「①  架空請求・不当請求の排除」ということでございまして、先ほど申し上げたこと

は、イ、ウ、エの中で類似のものが書かれておりますが、アの中で凍結された預貯金口座

に滞留する資金に関して、検討を進めるとしております。 

  「②  各種金融取引を持ちかける不当勧誘の排除」ということでございます。 

  「③  偽装キャッシュカードによる被害の防止・救済」に関することです。 

  「④  フィッシングの防止」。 

  「⑤  エレベーターの安全性の確保」ということで、現況はまだいろいろ動いていると
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ころでございますが、ここではエレベーター事故の再発防止策について検討を進めるとし

ております。 

  ポイント、概略は以上でございます。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまの御説明を踏まえまして、委員の皆様から御意見、御質問をいただ

きたいと思います。御発言をどうぞよろしくお願いいたします。 

  原委員、お願いします。 

○原委員  済みません。４人しかいなくて、12 時までに何回か発言させていただくかもし

れません。 

  金融関係と貸金、割賦販売関連に関わっておりますので、その辺りについて、少し意見

を述べさせていただきたいと思いますが、５ページのところに「②  金融商品取引法の円

滑な施行」、③の商品取引所法は、商品先物取引などですが、その部分が書かれておりま

す。 

  金融商品取引法がこの国会で成立したということで、これから施行ということになって

いくので、円滑な施行に向けて準備を進めるということでいいと思うのですが、もう一歩

進めて、裁判外の紛争処理の仕組みの辺りについての検討が、金融審議会の場でも不十分

なままで国会に上程をされたので、現状の仕組みと全く変わっていない。ですから、事業

者の自主規制機関の業務の一環として、実施をするようにという規定の置き方なんです。

それでは非常に不十分として、せめて早目に、ここの部分だけは事業者横断的な独立した

金融ＡＤＲの必要性というのがあるのではないかということを、1998 年の時点から私はず

っと消費者側として申し上げているところなのです。 

  今回の法律の中に認定投資者保護団体という規定が入りましたので、これを器にして、

やられる可能性というのもあるので、消費者問題から考えると、苦情とか紛争の解決は非

常に大きな論点になりますので、是非被害の未然防止ですとか、被害の救済の観点から、

金融ＡＤＲについての検討を進めることとか、検討に着手することとか、そういったとこ

ろまで踏み込んでいただけるといいなと考えております。融資一体型の保険の被害にして

も、貸金の被害にしても、この辺りが充実していれば、これほど被害が広がったり、深刻

になる前に、未然に防げたのではないかと思いますので、是非お願いしたいと思います。 

 これは書きぶりになるのかもしれませんが、③の商品先物取引のところで、商品取引所法

の話が入っておりますが、海外商品先物オプション取引の苦情とかトラブルは、今も大変

多いのですが、この文章を読むと、今後トラブルの拡大等の事態が生じた場合にはという

書きぶりになっていて、現状トラブルがすごくあることはどうするのかと考えると、今よ

りもっと増えたら何か対策をしますということではなくて、私としては、早急に検討を開

始していただきたいと思いますので、再度検討を深めていただきたいと思います。 

  「④  多重債務問題への対応」ですが、これは金融庁の貸金業懇談会の座長メモが４月

23 日に出されております。金利規制の在り方とかグレーゾーンの扱いとか、過剰貸付につ
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いては、新聞でもいろいろと報道されているので、今のまま自民党の中と金融庁と話し合

いが進められていて、またいずれ貸金業懇談会も再開されると思いますが、貸金業懇談会

の中間整理を見ると、ほかにもたくさんの論点を指摘しておりまして、私としては、消費

者問題としては、苦情相談の扱いを考えると、消費者センターとかを含めた法テラスの場

の活用だとか、カウンセリングの充実、消費者教育の充実辺りは、消費者問題からのアプ

ローチとして書けるのではないかと思っております。 

  もう一点は、貸金業懇談会の中間整理の一番最後のところに、今後の検討課題が書かれ

ているのですが、②のところで、消費者からの申立てに基づき、行政が法令違反行為の調

査を行い、しかるべき対応をする仕組みや、法令違反行為によって得た収益を被害者に返

還する仕組みを検討していくということが指摘をされております。後藤田さんには非常に

熱心に消費者基本計画を推奨していただいているので、こういったことも含めて消費者基

本計画で明確に位置づけてやるべきではないかという文章が入っておりまして、是非これ

を受けて、法令違反行為による収益剥奪、そして被害者への返還ということの仕組みづく

りも検討すべきだと思っております。金融庁の貸金懇でも、一応論点として出ている話な

ので、私としては追加の論点で書くことは十分可能だと思いますので、是非その部分をお

願いしたいと思います。 

  もう一点ですが「⑤  悪質な勧誘販売行為を助長する不適正与信の排除」なんですが、

これは経済産業省の産業構造審議会の割賦販売分科会の基本問題小委員会の６月７日のと

りまとめを受けての文章ということになると思うのですが、文章の書き方で気になるのは

「悪質な勧誘販売行為にクレジットが利用されることのないよう」となっていて、これだ

とクレジット事業者が受け身的な表現になっているという感じがいたします。今はクレジ

ットの事業者側にも問題点があるのではないかということで、私は検討を深めていくべき

だということを考えておりますので「利用されることのないよう」ではなくて、表現とし

ては、もう一工夫お願いしたいと思っております。 

  ざっと金融関係と割賦販売法関係については、以上のような意見を持っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  ほかに御意見はございますか。長田委員お願いします。 

○長田委員  １つは質問です。一番最後の７ページの「⑤  エレベーターの安全性の確保」

ですが、具体的にエレベーターの安全性の確保は当然やらなければいけないということで、

安全ということから言えば、第１ワーキングの方の話になるのかもしれないんですが、エ

レベーターだけではなく、やはり全体に事故情報をどういうふうに収集して、それをきち

んと安全性の確保のために役立てるかというところは、むしろこちらの第２ワーキングの

ところにも関わると思います。いずれ基本計画のところにまとめて入っていくんだと思い

ますけれども、エレベーターだけに限らずに、是非もう少し視野を広く見ていただくべき

ではないかなと思います。今、非常に悲惨な事故があったので、エレベーターなんだとは
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思いますけれども、そこのところを確認させていただきたいと思います。 

○山本座長  これにつきましては、事務局から何かございますか。 

○服部消費者企画課長  第１ワーキンググループの方で、御案内のとおり、安全・安心確

保に関しましては、リコール制度の強化、拡充という大きな論点の下で御審議しておりま

して、同様なとりまとめを明日予定しております。 

  役割分担みたいな話もあると思うんですけれども、緊要な消費者トラブルの対応で、非

常に悲惨な事故が起こりましたので、こうしたことをここの緊要なということで、特記さ

せていただいた次第でございまして、もう少し大きな観点からの取組みというものは、第

１ワーキンググループの方で検討を進めさせていただいております。 

○山本座長  ほかに御意見はございますか。岳野委員お願いします。 

○岳野委員  ２点お話をさせていただきます。 

  まず１つ目でございますけれども、４ページの一番下のところでございますけれども、

通信販売と電話勧誘販売についての特商法における検討でございますけれども、都道府県

知事に処理できる事務の範囲ということで、これは 19 年度中に一定の結論を得るというの

があるんですけれども、多分指定商品・指定役務の廃止については時間がかかるのかなと

思うんですけれども、今、私が申し上げた「また」以下のところの都道府県知事への事務、

権限の委任というのは、そんなに時間がかからないと思いますので、もしできましたら、

ここは分けて、こちらは 18 年度に経産省の方にお願いできればと思っております。 

○山本座長  どうぞ。 

○服部消費者企画課長  これはいろいろ考え方があろうと思うんですけれども、特定商取

引法に関連するような施策というのは、幾つかここで掲載させていただいておりまして、

そういった施策を進めていく上で、一体的に考えて進めていくという視点もあるのかなと

考えておりまして、そうしたことから、これに関連するようなものにつきましては、一律

に 19 年度までということを現段階ではさせていただいている次第でございます。 

○岳野委員  そうすると、五月雨式に、あるものは 18 年にできてもということなんでござ

いますね。そういう解釈でよろしいんですね。 

○服部消費者企画課長  検討する過程で、一体的にとらえて、これを進めていくというこ

とで理解しております。 

○岳野委員  早く終わるものについては、早くできるという理解でよろしいんですね。 

○服部消費者企画課長  そうならない可能性も当然あるわけでございますけれども、現時

点での考え方として、全体的にとらえて考えていくというものです。 

○岳野委員  ですから、表現はこのままで結構ですが、早く終わるものもあるということ

でよろしいんですね。その確認だけです。経産省さんからは、18 年度中にできるというよ

うなことをちょっと聞いております。 

○服部消費者企画課長  あり得るということは、そうだと思います。 

○岳野委員  わかりました。そういう理解なら結構でございます。 
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  ２点目でございますけれども、６ページの２の②ＰＩＯ－ＮＥＴの話でございますけれ

ども、ここが抽象的な表現になっておりまして、ちょっとわかりづらいんですけれども、

これまでのワーキングの中で議論になっておりましたのは、特に経産省が最初だと思いま

すけれども、ＰＩＯ－ＮＥＴの他省庁への展開、オンライン化ということだと思うんです

けれども、それについて意見と要望を述べさせていただきたいと思います。 

  私ども東京都では、経産省のミニチュア版である取引指導課と、国民生活センターのミ

ニチュア版である消費者生活総合センターというものを所管しておりまして、私はそこの

統括責任者ということでございます。 

  東京都の現状を申し上げますと、取引指導課ではオンラインでつながりましたＰＩＯ－

ＮＥＴの情報を最大のよりどころといたしまして、特商法に基づく悪質業者の規制を行っ

て、多くの消費者被害を救済しておりますし、未然の消費者被害防止を行っているところ

でございます。都内だけでも何千億、全国にすると、もしかしたら１兆円に届くかという

ような潜在的な被害があると言われております。ＰＩＯ－ＮＥＴ情報については、基本的

に氏名は記入されておりませんので、個人情報の問題も直接的にはないと考えております。 

  私どもでは、今、言いました消費生活総合センターと取引指導課の間で、ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ情報の取扱いについて一定のルールを定めまして、運用しておりまして、オンライン化

による問題は現在のところ生じておりません。また、近年の消費者被害の甚大さにかんが

みれば、ＰＩＯ－ＮＥＴの経産省へのオンライン化について反対する自治体、消費者生活

センターはないのではないかと思っております。 

  私どもの物価局というのは、狂乱物価の時代に初めてできて、そこから消費者保護とい

うのを取り組んできたんですけれども、その前からずっと内閣府さん、特に国民生活セン

ターは消費者政策のシンボル的な存在で、私どもがよりどころとしていたところなんです。

ですから、そういうところが消費者被害の未然の防止、消費者保護について、このまま見

過ごすというのは、私は信じられないと思っております。 

  現在、急速に経産省や金融庁が、消費者保護に遅れをとらないようにいろんな施策を展

開している中で、まさに本家本元の内閣府さんと国民生活センターにＰＩＯ－ＮＥＴの経

産省へのオンライン化について、是非英断をしていただきたいと思います。 

  ここの表現につきましても、もう少し具体的に他省庁へのオンライン化、展開というよ

うな表現にしていただきたいのが１点と、オンラインするのは時間がかからないんです。

私どもも４月に本庁の取引指導課の方のＰＩＯ－ＮＥＴの台数を増やしたところ、これは

国民生活センターの御許可を得て増やしたところでございまして、すぐにできる話でござ

いますので、抽象的な表現を具体的に変えるのと併せて、19 年度というのを、なるべく前

倒しして 18 年度中、１日でも早く結論を得るようにしていただきたいということを御要望

として申し述べさせていただきます。 

  以上でございます。 

○山本座長  どうもありがとうございます。 
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  ほかに御意見ございますか。では、堀田審議官の方からお願いします。 

○堀田審議官  要望が出されましたので、一言申し上げさせていただきます。 

  この問題については、ここでも何回も御議論いただいているところだと思うんですけれ

ども、基本的に今のＰＩＯ－ＮＥＴシステムは、国民生活センターと各地の消費生活セン

ターで、一定のルールの下に運営されているということで、基本的にはＰＩＯ－ＮＥＴと

いうのは、何のためにあるかというと、消費生活相談員のそれぞれの情報を共有すること

によって、相談員の方々がいろんな苦情に対して対応していくという目的でつくられてき

たシステムいうことが基本にはあるかとも思います。世の中の法執行にもっと生かすべき

だという御意見があることは、我々重々承知しておりますので、そういった問題も含めて、

これから検討をしていきたいと思います。 

  ただ、具体的にオンラインで結ぶかどうかというのは、先ほどいいました、ＰＩＯの目

的からもう一度立ち返って検討する必要があるのではないか。そもそもそうなってきます

と、情報の入手の仕方とか、そういった問題も検討しないと、なかなかすぐには動けない

ような印象を持っておりまして、そこも含めて、検討させていただけないかと考えていま

す。問題意識として有効に活用していくということは、我々必要だと思っておりますので、

そういったことも含めて、多方面から検討させていただきたいということです。 

  執行に関して、アメリカなどでは、法執行機関の間で情報を共有するシステムなどもあ

りまして、執行に使うのか、あるいは相談員の方が問題処理に当たって使うかということ

で、アメリカなどを見ていると、やはり情報の集め方が違っているかなという印象を持っ

ておりまして、そういったことも勉強させていただきたいなと思っております。 

  コメントとしては、以上でございます。 

○山本座長  ほかに御意見ございますか。長田委員、どうぞ。 

○長田委員  今の件に関しましては、おっしゃっている意味はわかりましたけれども、岳

野委員がおっしゃいましたように、日本全国で本当に被害が起きているわけです。検討す

るに当たりましても、非常に緊急な状況のときには、国でも当然集中的に、精力的に、時

間を短縮してやるということもあると思います。やはりその姿勢が大切なんだろうと思い

ます。これだけ検討しなければいけないことがいっぱいあるから、時間がかかりますとい

う説明は、国民としては納得しにくいです。 

  もう一つ、国民にとって国は国なんです。皆さんが思っていらっしゃるように、何省と

か何とかということはないわけでして、相談をしたところが、集めた情報が、自分に被害

を与えたところに対して執行するために使われることに、区別して考えるということは、

国民としてはないといますので、その視点は忘れずに、早急な検討をお約束いただければ、

一番いいのだと思います。 

○堀田審議官  決して無駄に時間をかけるつもりは全くありませんで、できるだけ早い結

論が出るようにしたいと思いますけれども、いかんせん、システムの問題というのは、検

討すべき課題が非常にたくさんあると思います。そういった点を踏まえて考えると、一定
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の時間がかかるといったことは、やむを得ないのではないかと思います。 

○山本座長  ほかに御意見ございますか。長田委員、どうぞ。 

○長田委員  同じ６ページの上の段のウのところです。インターネット上の消費者取引等

に関するＡＤＲ機関との連携の強化ですけれども、前回お願いをした相談窓口を国でつく

るべきではないかというところを考慮して、ＡＤＲとの連携と書いていただいているんだ

と思いますけれども、ＡＤＲ機関が立ち上がったばかりで、私もそこがどういう形でこれ

から活動をなさるのかよくわかっていなくて、こういうことを申し上げるのも恐縮ですけ

れども、非常に期待の大きいところだと思いますので、存在そのものの周知から始まりま

して、連携の強化とおっしゃるのであれば、それこそ全国から集まってくる被害を持った

人たちにきちんと対応していただけるような、力の持てる機関に、十分にそこはやってい

ただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  ほかに御意見ございますか。原委員、どうぞ。 

○原委員  ２点なのですが、１つは今、出ておりましたＰＩＯ－ＮＥＴの情報交流のこと

についてなのですが、ここの書き方を見ると、平成 19 年に一定の結論を得ると書かれてい

て、情報収集の迅速化と情報の提供方法とありますが、今、堀田さんのお話を聞くと、迅

速化だけではなくて、情報収集の在り方も大きい問題になると思います。「等」が入って

いると言えばそうなんですけれども、情報収集の在り方も含めて検討をお願いしたいと思

います。 

  これまでのいろんなやりとりを聞いていて感じることなんですけれども、もう一つ、私

は全体的な問題としては、各省いろいろな法律を持っていらっしゃるんですが、どうも執

行がなされていない。金融関係のたくさんの苦情は、各担当課に寄せられているんですけ

れども、それを執行に生かすことができない状況がずっと続いていたわけなんです。 

  保険についても、保険課に２人苦情相談の担当者が張りついているような状況でやって

いたということで、ここにきて非常にいろいろな行政処分が出されていますけれども、去

年７月に金融利用者サービス相談室というのを立ち上げていて、ここを立ち上げてから４

月ぐらいまでに、２万 5,000 件くらい苦情が寄せられていて、これは即執行に生かしてい

るということでございます。外国為替証拠金取引も 58 事業者の行政処分をしておりますけ

れども、生きているということになると思います。 

  そういう意味から考えると、経済産業省が持っていらっしゃる法律とか、各省庁、公取

が持っている法律もありますけれども、その執行力を強化するという観点から、先ほど堀

田さんがアメリカの例をお話になりましたけれども、やはりそういったことを参考になさ

って、集められる情報の質だとか、そういったことも含めて検討を進められれば、もうち

ょっと効果的な、ただ、単純に交流をするという話ではなくて、何のために交流をするの

かということを基軸になされて、おやりになる必要があるのではないかなという感じがし

ております。長年の検討課題でありましたので、是非早急に検討を開始していただきたい
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と思っております。 

  もう一点なんですが、７ページに少し金融関係の話が出ておりました。７ページの（２）

のエの「②  各種金融取引を持ちかける不当勧誘の排除」ということで、未公開株の話、

こういった利殖商法についての不当な販売購入について取り上げていただいて、是非お願

いしたいと思っていますが、２点論点があるかなと考えています。 

  １つは、未公開株は無登録な事業者がやっているんです。無登録の事業者対応は、今の

法律で何かできるかというと、警告を出すことと、警察への通報しかできない仕組みにな

っています。警告を出すことは、保険業法とか、前の証取法、今回金融商品取引法にあり

ますが、こういったところの監督指針に書かれていて、無登録でやった場合は警告を発す

ることができるということになっているので、それを根拠に警告は出しています。 

  警察への通報は何を根拠にして出しているかというと、条文に罰則規定を設けているの

で、その罰則規定を使うためには、警察にやってもらうしかないので、警察へ通報してい

るということです。 

  ですから、現在の金融政策の仕組みの中では、警告と警察への通報と情報提供しかやれ

ていないという状況で、ここを何とかしたいということがあって、イギリスの金融サービ

ス市場法では、無登録で事業をした場合は、直罰規定を設けているんです。日本のやり方

で考えるとすると、民事効を入れて、そういう契約は無効とするというような条文も考え

られるのではないかなということが１つです。 

  もう一つは、無登録というところに焦点を当てるとそうなんですが、不当勧誘に焦点を

当てると、不招請勧誘の禁止規定が効果的だと思いまして、消費者基本計画でも、不招請

勧誘の禁止については、検討するということが書かれているわけです。消費者契約の適正

化の必要な勧誘という中で、不招請勧誘に対する規制の在り方についても検討を加えると

なっていて、平成 19 年度までに一定の結論を得ると書かれておりますので、私としては、

無登録と不招請勧誘の禁止規定の両方に焦点を当てた形で、検討を進めていただきたいと

思っております。 

  これは金融庁と警察庁になっておりますが、消費者基本計画では内閣府も担当官庁とい

うことで加わっておられますので、是非内閣府も加えた形で、検討を早目にスタートして

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  ほかに御意見はございますか。山口委員、お願いします。 

○山口委員  本当に御尽力いただいて、よくおまとめいただいていると思うんですけれど

も、特に私どもとしては、今、原委員がお話になっておられた金融取引に関する消費者保

護の施策がこれでいいのだろうかというのは、深刻に受け止めておりまして、確かに金融

商品取引法の今後の施行の状況を見たいというところもあるわけですが、はっきりいいま

して、適合性に違反する取引をしてはいけませんとか、あるいは断定的な判断の提供をし
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てはいけませんという条文はあるんですが、それに違反した場合に、どういうペナルティ

ーがあるのかと。民事効果があるのかということは、必ずしもはっきりしません。 

  今回ライブドアの株を買った方々の損害について、どういうふうに考えるのかというこ

とで、実際に被害弁護団が結成されて、今、裁判の準備中なんですが、損害額の算定をど

うするかというのは、大変な苦労になっておりまして、実際に条文に書かれている行為に

違反した場合に、特に証券あるいは金融の場合に、どういう被害者救済が図られるのかと

いうのは、非常に難しいところがあります。 

  そういう観点からしますと、実効性のある消費者保護の規定をどういうふうに置いたら

いいのか、これは何回も申し上げているところなんですが、第三者的な救済機関といいま

すか、仲裁機関を設けても、一体損害額をどういうふうに考えるのかというところで、必

ず問題が出てきて、今の法制度の下で、第三者機関を設けても、なかなか実効性が上がら

ないということが実情だと思います。そうしますと、どう実効性のある事前予防、あるい

は民事的な救済のスキームをつくるのかというのは、これからも更に検討していただかな

ければならないところだと思います。 

  そこら辺はどういうふうに今後の施策に盛り込んでいただいたらいいんだろうかという

のはあるんですが、それは今、原委員もおっしゃっていた７ページの②の法の適用の範囲

から枠外に出ている分野には、未公開株の問題だけが書かれておりますけれども、いわゆ

る商品先物のオプション、そういうのは、どういうような枠の中、網の中で規制されるよ

うに考えられておられるのか、もし可能であれば御説明もいただきたいし、今後の施策の

中に、そういう文言も入れていただけないものだろうかと思います。 

  そういう意味では、そのほかの条項の中で、５ページの「②  金融商品取引法の円滑な

施行」あるいは「③  商品取引所法等の厳正な運用とより包括的な金融サービス法制の検

討」が書かれてはいるんですけれども、これでいいのかなというのは、繰り返し思ってい

まして、何とかもう少し実効性のある救済の手だてを盛り込めないのかなというのは、思

っているところです。 

  とりあえずそんな点でございます。 

○山本座長  山口委員、よろしゅうございますか。 

○山口委員  はい。 

○山本座長  ありがとうございました。 

  ほかに更に御意見ございますか。長田委員、どうぞ。 

○長田委員  ６ページの「（２）消費者団体訴訟制度の導入」のところですけれども、契

約法の改正ができて、その後の②と③の独禁法、景品表示法のところは、19 年度までに一

定の結論を得るということですけれども、括弧書きの題名が「（２）消費者団体訴訟制度

の導入」ということになっておりますので、当然ここのところも団体訴権ということは、

消費者団体の訴権と考えます。消費者という言葉が入っていないということは、もしかし

たら、もう少し広く考えておられるのかもしれませんけれども。 
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  下の③のところの経産省さんは、初めて特商法の検討を進めるということで、年限が入

ったことは非常に評価をさせていただきたいと思いますけれども、ちょっとした書きぶり

の感じが違いまして、やはりどのぐらいをめどに導入が実際に実現できるのかというとこ

ろでは、何となくこの書き方の違いに差が出ているのかなというもありますので、ここで

文言を変えるのは難しいのかもしれませんけれども、とにかく早急な導入に向けて進めて

いただきたいということは、申し上げておきたいと思います。 

○山口委員  その点でよろしいでしょうか。 

○山本座長  山口委員、どうぞ。 

○山口委員  今の団体訴権の点で、もし可能であれば２点御質問もしたいんですが、１つ

は、②の独禁法及び景表法における団体訴権の導入に関してなんですが、これは（２）で

消費者団体訴訟制度とはっきりと書いてあるので、②のところに消費者という文言が入っ

ていないのは違和感を感じるんです。独禁法については、確かに中小企業あるいは事業者

団体の訴権も認めることが適当かどうかという議論はなされています。例えば優越的地位

の濫用だとか、いわゆる安売り的なダンピング行為についての事業者団体の団体訴権の必

要性も議論されています。しかし、私どもから考えますと、やはり事業者団体は事業者団

体として、それなりの経済的な力、あるいは社会的な力もあるわけですから、あえて中小

企業の団体、あるいは事業者団体に団体訴権を求める必要は私はない、むしろ弊害が大き

いと思っております。 

  その意味では、ここで独禁法及び景表法に基づく団体訴権の導入ということを盛り込む

とした場合には、できればはっきりここに消費者団体訴権の導入について検討するという

ことで、消費者という文言を入れていただけないだろうかというのが、私の方は１つ希望

として申し述べさせていただきます。 

 ③のところで、平成 18 年度と特定商取引法について書いてあるんですが、これは②の 1

9 年度までに一定の結論を得るという表現と、18 年度とだけ書いてあるのとは、どういう

ふうに違うのか。18 年度までに一定の結論を得るということなのか、それとも 18 年度に

検討を進めるというだけのことなのか、そこら辺のちょっと言葉の意味がよくわかりませ

ん。（１）は 18 年度にしました、あるいは今回は法律制度が変わった上で実行されるとい

う意味では、18 年度中にこれは準備をしますということなんですけれども、そこら辺の用

語の意味をもう少しわかるようにやっていただけないかなと思います。 

○山本座長  意味としては、ここにあるとおりでありまして、検討を進めるということで、

上の「19 年度までに一定の結論を得る」と違うのは、そういうことはなかなか難しいとい

うことで御理解いただければということであります。 

  長田委員、どうぞ。 

○長田委員  私も先ほどちょっとあいまいな言い方をしましたけれども、②のところは、

山口委員がおっしゃったように、消費者という言葉を入れることができれば、一番私ども

としてはすっきりするなという気もします。消費者団体訴権の導入は、基本計画のところ
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の監視ということにもなりますので、それはそう書いてあっても、それほど問題はないの

ではないかなという気もしますので、そうしていただいた方がわかりやすいし、いいので

はないかと思います。 

○山本座長  ほかにございますか。原委員、どうぞ。 

○原委員  順繰りで済みません。発言を聞いておりまして３点なのですが、１つは、今の

「（２）消費者団体訴訟制度の導入」の①のところですが、ここは「政令、内閣府令、審

査基準等の整備や制度の周知徹底など」となっておりますが、周知徹底が非常に強調され

ているような感じがしておりますが、実際には情報提供の仕組みづくりもかなり大きい、

財政基盤の話はなかなか難しいというような検討途中でもありましたけれども、情報提供

の仕組みづくりはできるのではないかということは出ておりましたので、もう少しその辺

りの支援というんでしょうか、整備ということも書かれておいた方がいいのではないかと

思います。 

  ２点目なんですが、山口委員がおっしゃられたように、金融商品取引法ができて、施行

状況を見るということなのですが、私自身審議に参加していて、１年ちょっとかけて検討

は進めたのですが、学者の先生方は非常に定義のお話が好きで、定義の話と市場ルールの

整備の話、途中でライブドアのお話なども出てきたものですから、その話にすごい集中を

してしまって、販売勧誘ルールとか、こういった実効性の確保とか被害救済、この辺りが

非常に手薄だったという印象があって、最後頑張っていろいろと発言はしたんですが、不

招請勧誘の禁止規定で物すごい精力と時間を費やすようなことになってしまって、私とし

ても不十分な感じを非常に持っておりますので、先ほど金融のＡＤＲの話はいたしました

けれども、山口委員と同様に実効性の確保、被害救済という辺りについては、なお一層の

努力、仕組みづくりについては、是非検討をお願いしたいと思います。 

  ３点目なんですが、特定商取引法については４ページの最後の段のところに「指定商品

・指定役務制の廃止の可能性について検討する」ということが入って、これも長年の課題

でしたので、割賦販売法の改正の議論のところでもこの話が出ていて、それであれば特商

法でもということで、検討ができないかという話が出されていて、やりましょうというこ

とになっていくと思いますが、私としては、特商法をもしも見直すということであれば、

指定商品・指定役務制だけではなくて、是非もっと範囲を広げて、販売勧誘ルールの在り

方もすごくでこぼこしているんです。 

  民事効が入りましたけれども、これもやはりすごくでこぼこしていて、東京都の消対審

では、この辺り、販売勧誘ルールについて、もっときめ細かいルールづくりを考えておら

れますけれども、そこまで含めて、私は特商法の見直しで検討していただけないかと。そ

うすると、その中に団体訴権の導入の話も、今のようなモザイクのような状況を、まずあ

れをもっとシンプルなルールにして、そして指定商品制も廃止して、販売勧誘のところに

焦点を当てた形に特商法を変え、そして団体訴権を導入するというような感じでやってい

ただくと、多分どこかをやり始めようと思っても、網のように引っかかってしまうのでは
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ないかなというのが、今の特商法を見ていての状況なので、広げた形での検討を是非お願

いしたいと思います。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  ほかにございますか。まだ何か説明することはありますか。 

  もし、御意見がございませんようでしたら、資料２についても御意見があれば、今まで

御意見を伺う機会がなかったので、そちらの方に移らさせていただきたいと思いますが、

資料１はこれでよろしゅうございますか。 

  例えば今の原委員のような方向で特商法を見直すということになりますと、消費者契約

法は要らないということにもなりかねないので、その辺りは非常に難しい問題もあるだろ

うと思いますが、大変貴重な意見を賜りましたので、その辺りは十分踏まえた上で、なお

検討させていただきたいと思います。 

○原委員  何しろ見ただけですごいですね。整理された一覧表を見ても、とてもうんざり

するというか、相談員の方は一生懸命勉強してやっていらっしゃいますけれども、何かも

うちょっとシンプルになるはずですね。 

○山本座長  全体的にもう少しわかりやすくという御趣旨ということですね。 

  時間がございますので、この機会に発言させていただきますと、通信販売と電話勧誘の

執行権限を一部都道府県に下ろすということになった場合、国も県域内事案について執行

権限を有するということになるんでしょうか。現行ですと訪販については都道府県知事に

自治事務として認めていますけれども、その場合に、国もそこの事案については、執行権

限というのは有しているんでしょうか。 

○岳野委員  私が答えることではないんだと思いますが、よろしいでしょうか。 

○山本座長  むしろ岳野委員が一番その辺はお詳しいと思います。 

○岳野委員  同じでございます。例えば訪販をとれば、国も自治体も権限を有しています

から、今回の電話と通信について、もし経産省にやっていただけるのでしたら、両方でき

るということになります。 

○山本座長  そうですか。そうしますと、今、政令市と都道府県との間で起こっている問

題とは、ちょっと違うということですね。 

○岳野委員  全く違います。 

○山本座長  わかりました。その点確認させていただきました。 

  資料１については、大体御意見は承りました。後でもう一回申し上げますけれども、委

員の皆様の御意見を重く受け止めてまいりたいと思いますが、同時に今回の最終的なとり

まとめは、消費者基本計画の書きぶりにある程度直結した形で考えております。我々は意

見を言う立場ですから、切り離して意見はどんどんいって、基本計画はそれを参考にして、

また別に書いていただく方がよろしいのか、それともここでのとりまとめを基本的に可及

的に反映していただくという前提でこの意見書をとりまとめるかという点もございますの

で、その辺りを総合的に勘案した上で、更に検討させていただきたいと思います。 
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  それでは、資料１につきまして、後でまた何か御意見がございましたら、追加で御発言

いただくことも可能でございますが、とりあえず御意見を承りましたので、続いて、資料

２につきまして、事務局の方から簡単に御説明をお願いいたします。 

○服部消費者企画課長  御説明させていただきます。 

  これが今まで御提出させていただいたシートでございます。今回の施策の対象になって

いるものをすべて載せております。 

  「ＷＧ意見」といたしまして、各施策に関しまして「委員からの質問・意見、及びそれ

に対する回答を踏まえ、検証・評価・監視のシートを修正すること」としております。 

  検証・評価・監視の作業を始めますときに御説明させていただきましたように、検証・

評価・監視の主体は、消費者政策会議でございますので、原案を具体的には左側の「検証

（進捗状況）」「評価・監視（今後の取組み）」を今までのやりとり等も踏まえて、適切

に修正するという意見を包括的に述べたものでございます。 

  ただ、勿論今日御議論いただいた、こういった重点的な取組みが、まさにある意味で上

位にあるわけでございまして、ここでは包括的に書いております。勿論、すべての回答、

すべての意見・質問に対して、検証・評価・監視のところですべて記入するとか、そうい

う趣旨ではございませんが、これまでの回答等を踏まえて、より充実させていく、そうい

う趣旨の御意見ということで御理解いただければと思います。 

○山本座長  それでは、資料２につきましても、この機会に御指摘いただくことがござい

ましたら、御発言をお願いしたいと思います。長田委員、どうぞ。 

○長田委員  質問になりますが「番号２の施策」のところで、経産省さんが「各省からの

回答」のところで、ＰＩＯ－ＮＥＴの話を書いておられるわけですが「検証・評価・監視

のシートを修正すること」とワーキングの意見がついているんですが、これは実際にどう

いう形で修正するんですか。つまり、ＰＩＯ－ＮＥＴの話は、今日出された資料の方では

内閣府からの話が書いてありますね。そうすると、それは内閣府と国センで検討しますと

いうことが、ここに書き込まれる形になるのか、そうではないんですか。別の内閣府のと

ころに入るんですか。 

○服部消費者企画課長  こちらの方は、重点的なものでございますので、こちらがある意

味でメインになるということでございます。ただ、ここで書かれておりますものというの

は、すべてをこういうふうに、これをどうしろ、こうしろということではなくて、例えば

検証に書いてあることが明確でないとか、何が書かれているか、十分書かれていないとか、

評価というところについても、わかりにくいとか、そういった意見が多々ございましたの

で、そういったことをきちっと、わかりやすく対外的に説明できるように、充実したらど

うかと、そういうところが主でございます。 

  御指摘のとおり、矛盾が生じるようなところというのがあったとした場合には、こちら

のものが優先するという御理解をいただければと思っています。 

○長田委員  もう一つ、済みません。 
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○山本座長  どうぞ。 

○長田委員  番号 13 のところの地上放送のデジタル化に伴っての消費者被害のところで、

こちらからの意見についての「各省からの回答」というところに、一層努めてまいります

ということが書いてあるわけなんですけれども、これは総務省さんがお書きになったんだ

と思いますが、やはり具体的に何をするのかというのは、一応公的機関を通じて地域住民

に正確な情報が伝わるように努めているということで書いてありますけれども、やはり少

しずつ被害が出てきているという情報もありますし、この間も本当にあなたが何をしなけ

ればいけないのかという情報が伝わらない限り、デジタル化になるから何かをしなければ

いけないという、漠とした情報だけでいるから、被害が生じるのだろと思いますので、こ

こは修正して、地域住民の情報提供に努力するんだということになったら、それはまた次

年度の監視のところでさせていただければいいのかもしれませんけれども、現実に被害が

これ以上起こらないようにして、現実に効果が上がるように是非やっていただきたいとい

うことをお伝えいただければと思います。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  ほかに御意見ございますか。山口委員、どうぞ。 

○山口委員  これは、番号１の景品表示法の関係なんですが、既に私の方の意見として、

課徴金制度を含めた見直しも検討されるべきではないかという意見を申し述べさせていた

だきましたけれども、そもそも景品表示法は、いわゆる商品の表示に限定し、かつ競争阻

害性があるという要件の下で、公正取引委員会の活動を法律上定めたものになっているわ

けですけれども、この枠組みのままで、消費者保護の施策からいって十分だろうかという

ことを検討するべきときにきているのではないかと感じております。 

  つまり、表示だけではなくて、類型的な勧誘行為などについては、景品表示法というよ

りも、むしろ商品販売法のような形で、公正取引委員会管轄の消費者保護の法律として、

もう一回、いわゆる要件、民事的な効果、要するに景表法違反については、公取が何らか

の処置をするというだけの法律になっているわけですが、これに民事的な効果を及ぼすと

か、あるいは団体訴権をここに適用するとか、更には要件として、先ほど申し述べました

ような類型的な販売、契約勧誘行為のようなものも、類型として入れると。そういう中で、

公正取引委員会が景品表示法を中心にした消費者保護の施策をつかさどる役所として、き

ちんと機能するような段取りを整えていくべきではないかということも検討する必要があ

るということで、私どもも議論しておりますが、公正取引委員会の方でも景表法の枠組み

については、検討に入っていただけないだろうかとは思っております。 

○山本座長  では、服部課長の方からお願いします。 

○服部消費者企画課長  御意見承りました。私の説明不足もあったんですけれども、これ

は今までの過程の中で、初めに全施策について御討議いただいて、その後が重点審議施策

というのを御抽出いただいたわけでございます。重点審議施策というものを、今回重点的

にやろうと。そういたしますと、すべてが勿論重点審議施策には入りませんので、そうい
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たしますと、せっかく意見とか回答とかをしていただいたもので、そういったものがある

意味で抜け落ちてしまうわけです。抜け落ちてしまうということで、そのまま放っておく

というのもどうかなと思いまして、せっかく今まで議論を積み重ねた過程がございますの

で、そういったものを踏まえて、検証・評価・監視のシートというものを充実されたいと

いう趣旨で、ここに意見ということで書かさせていただいたわけでございます。この辺り

は、御理解を賜ればと思います。 

○山本座長  山口委員の御発言は、議事録としてテークノートされ、公表されますので、

その意味では、貴重な御意見を承ったと思います。 

  ほかに御意見ございますか。原委員、どうぞ。 

○原委員  今、公正な競争というところでの御意見、景表法に関しての御意見が出たので

補足的に意見とか、もう一点なんですが、１つは今回「検証・評価・監視シート」の中で、

公正な競争の確保のところが、景表法の執行しか書かれていない。団体訴権の導入のとこ

ろに一文入っておりますけれども、消費者政策としては、競争政策は非常に大きいと私は

思っておりますので、是非今の山口委員がおっしゃられたようなことは盛り込んでいただ

きいと思っております。 

  景表法の拡充の話は、以前からも随分いろいろなところから出しているんですが、この

話も特商法と引っかかるところがあって、本当は公正取引委員会、公正競争の観点からや

っていただきたいと私は思うのですが、手を挙げた途端に以前のホリデーマジックの記者

のときのように、経産省がやりますとぱっと手を挙げて、特商法の方の拡充でいくかなと

いう感じもあって、先ほど消費者契約法はどうなりますかというお話があって、ちょっと

三竦みで、どういうふうにしたら一番消費者にとってもよくわかり、そして使いやすく、

そして執行力も上げられるのかというのは、三つどもえで考えてみるべきではないかなと

思っています。 

  たしかそれも含めて、平成 14 年３月だったと思いますけれども、公正取引委員会で公正

競争の観点からの消費者政策という大変立派な報告書をまとめておられるんです。独禁法

改正がその後２年間、いろいろな状況になったものですから、そのまま棚上げになってお

りまして、私はあそこで出された意見書を是非活用していただきたいと思っております。

あの中にたくさんの政策提言が入っております。 

  だから、それに介するということと、今の内閣府で独禁懇が開かれていて、去年７月か

らスタートで、この７月が中間とりまとめということで、あと２回を残すのみですけれど

も、課徴金の在り方とか、執行のための判断基準の在り方と不公正な取引方法についての

検討を重ねられております。これも消費者政策とはいずれも関連をする分野なので、私は

同じ内閣府で検討しておられるので、是非こことのリンクというんでしょうか、連動とい

うようなことも考えていただきたいと思っております。 

  もう一点は、資料２のシートの「番号８の施策」のところなんですが、これは消費者か

らの苦情相談の活用ということで、eConsumer.gov の話が出ているんですが「各委員から
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の質問、意見」も「各省からの回答」も何もない真っ白な感じで、大変申し訳なかったん

ですが、内容的には国際的な連携の下で、こういったネットトラブルについて情報収集し

て、有効な政策をつくろうということになっております。 

  日本語のサイトの運営開始ということも始まるということで、「監視（今後の取組み）」

の一番最後の行には「サイトに登録される我が国に関連するトラブル事例の蓄積を待って、

法執行への活用について検討を行う予定」となっておりますので、私は是非これを広く消

費者にＰＲして、いろんな情報を寄せていただいて、より有効な法律の組み立て、法執行

というところに生かしていただきたいと思っておりますので、大変遅くなりましたけれど

も、委員からの意見ということで、是非追加でお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  ほかに御意見ございますか。 

  今の原委員の御意見の関係で、資料２というのは、今後どういう形の位置づけになるん

でしょうか。これは事前の積み上げ作業の最初のステップで各委員からの意見を伺い、各

省庁からの回答を記入したものです。これを原委員のご意見を後で追記すると、それは資

料として意味があるということになりますか。 

○原委員  だから、もう特に各省からの回答は要りません。でも、内閣府ぐらいは準備で

きるかもしれませんね。 

○服部消費者企画課長  今後の具体的な作業というのは「検証・評価・監視のシート」、

今のはまだ原案でございますので、これをきちっとつくり上げていくと。消費者政策会議

で決めていくという作業でございますので、そちらの方に今日いただいた御意見も含めて、

反映させていただくということが一番現実的、今日いろいろ御意見もいただいております

ので、それを踏まえて、直していくと。そういう作業に当たらさせていただいた方がよろ

しいかなと思っております。 

○山本座長  では、そういう形で反映していただきます。 

  ほかに御意見はございますか。長田委員、どうぞ。 

○長田委員  ここに載っていない話をここで出して本当に申し訳ないんですが、今回間に

合わなくても、是非次の課題には入れていただきたいということで、介護保険制度でいろ

んな介護用品のレンタルをしているわけですが、そのレンタル料金が非常に高いのではな

いかというのが私どもの会員からも指摘が出ております。同じものを買った場合と比べれ

ば、レンタル料金が非常に高く設定されていると。業者さんからも介護保険で９割出るわ

けですから、この料金でもあなたの負担は安いんだと。だから、買うよりはずっと安いん

だという説明があるといっておるものもおりまして、介護保険は何年も積み上げてきてい

るわけですから、一度調査対象にして、公正な競争が行われているのかどうかというのに

は、監視の目を向けるべきではないかということが、今、私どもの団体から意見が出てお

りますので、是非検討対象にいずれ入れていただきたいと思います。 
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○山本座長  ほかにございますか。原委員、どうぞ。 

○原委員  今のはレンタル料の話ですね。消費者基本計画に価格の話を入れないのかとい

う話をしたときに、価格は内閣府の中では担当の課が違うので、余り踏み込まないような

印象を受けたんですが、そんなことはないんですか。 

  公共料金の話を私は入れたいと思って、たしか発言をして、項目はこの中に一応あるに

はあるんです。32 ページの公正取引委員会関連で、公正かつ自由な競争の促進というとこ

ろで、公共料金に関わる規定の話はちょっと入れていただいたんですが、物価そのものと

いうのは余り見えなくて、その話は随分前段のところで、価格関係とか料金関係を入れて

くださいという話をして、何となく外れているんですね。それはいいんですか。 

○山本座長  課長の方から何かございますか。 

○服部消費者企画課長  今回の審議の対象は、重点施策のところを中心に、期限も決めら

れているようなところということで出発して、その枠組みでやっております。 

○原委員  基本計画を策定するときです。 

○服部消費者企画課長  策定のときは、まさにそういう御指摘もいただいた結果、32 ペー

ジのところの公共料金に関するものというのを、新たに盛り込まさせていただきました。

それは、まさに原委員の御指摘を踏まえてということでございます。 

○原委員  だから、公共料金は入ったけれども、ほかの物価がなかなか入らなかったんで

す。 

○堀田審議官  それは基本的に競争条件が満たされているかどうかという点で、価格の形

成が適正に行われているかどうかということだと思います。だから、基本的に見るべき対

象が競争政策の方を中心に見て、結果として価格がどうなっているかは、自由経済ですか

ら、マーケットで決まるという形で判断されているような気がします。 

○原委員  多分これで最後だと思います。 

○山本座長  いえいえ、時間はありますので、どうぞ。 

○原委員  もう一点なんですが、高齢者のマーケットというところで大変気になるのが、

有料老人ホームなんです。有料老人ホームについては、国民生活センターがいい調査結果

を３月に出されて、これに基づいて政策提言もなされて、随分生かされた政策が出されて

きておりますけれども、ただ、今回の医療保険の改正で療養型の病床が非常に削減されて、

そこにいた人たちは在宅、家に戻るか、それとも有料老人ホームかということになってい

ます。 

  今、有料老人ホームも、介護専用型はかなり安い価格で入居できるようなタイプも出て

きているのですが、トラブルも大変増えてきていて、これは昨日６月 28 日の読売の夕刊な

んですけれども、国民生活センターで有料老人ホーム関連の相談が介護保険制度が始まっ

た 2000 年度の 93 件から、去年度は 253 件に急増しているということで、大半が退去時の

一時金の返金をめぐるものということになっております。これについて、90 日間のクーリ

ングオフ規定を導入することになりましたので、やや改善されるかとは思われますけれど
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も、有料老人ホーム問題そのものは、入居金とか費用の問題もありますし、そこで提供さ

れるサービスの質の問題、そういったところからも非常に大きな問題点を幾つも抱えてい

ると思っておりますので、これも新しい課題、今回は国民生活センターの政策提言の活用

というところに整理をされておりますけれども、高齢者の市場というところでは、大きな

課題として、今後取り上げていただきたいと思っております。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  ほかにございますか。山口委員、どうぞ。 

○山口委員  ２つありまして「番号４の施策」なんですが、これは「⑤信用分野における

消費者信用全体からみた幅広い検討」ということになっておりまして、幸い今いわゆる消

費者ローンの関係では、利息制限法まで、いわゆる貸金業の金利を一律に下げるという方

向で検討がされておりますが、短期小口融資については、別扱いという提案もあったりし

て、そうなると、とんでもない事態になるものですから、例外はなしに利息制限法まで下

げていただくということでの検討を、今、弁護士会としてもお願いしているところですが、

これはこれとして、貸金業についてのそれなりの施策は、遅くとも来年１月までには実行

されるんだと思います。 

  だた、問題は、クレジットの問題、割賦販売法の改正の在り方の問題なんですが、恐ら

く商品信用法か何か、あるいは法律の名前も含めて抜本改正をしていただく中で、クレジ

ット会社の加盟店管理の責任の問題、それが民事効にどうはね返るかという問題と、抗弁

権接続が認められるべき場合に、既払金の返還も認められるべきかどうかと、大きくそこ

の点についての検討を是非お願いしたいと思っています。 

  「各省からの回答」のところを見ますと、要するに検討中、あるいは検討を行っていく

ということしか書いてありませんで、消費者基本法に基づく国民生活審議会の役割という

ことから考えて、経産省がそういったから、それをここに書いて終わりということで、果

たしていいんだろうかと。大変御苦労の中でこういう回答があったということで書かれて

いるというのは、よくわかるし、大変御苦労をされているというのも本当によくわかるん

ですが、国民生活審議会のこの部会が受け止めた内容として、このままでいいのか。それ

とももし可能であれば「ＷＧの意見」の欄にでも、せめて今、申し上げた割賦販売法を抜

本的に、例えば平成 19 年度中には是非抜本的な改正をしてほしいと。更にその中で、抗弁

権の接続が認められるような場合には、既払金の返還金も含めた検討が必要ではないかと。

あるいは加盟店管理が明らかに杜撰で、明らかに支払い能力を超えるようなクレジットが

組まれたような場合の民事効についても、検討するべきではないかというような意見を、

ここの消費者政策部会の意見として盛り込んでいただくことができないんだろうか。これ

はこの審議会の設けられた趣旨も含めて、是非御検討いただけないかなと思います。 

  ２番目に「番号 13 の施策」の「②架空請求・不当請求の排除」あるいは「ウ．架空請求

等に関する対策のフォローアップ」というところなんですけれども、ページはどこを見た

らどうなのかよくわからないんですが、これは今、弁護士会も関わって、金融庁あるいは
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銀行協会等と凍結された、いわゆる犯罪収益の資金をどういうふうに被害者に返していく

スキームをつくったらいいのかということで、まさに今、検討中でして、法律を改正しな

いでも、金融庁と業協会の方で検討して、被害者に適切に返すようなスキームができない

かどうか。 

  あるいは仮にそういうものができるとしても、より抜本的な振り込め詐欺や、あるいは

やみ金等に、犯罪に使われた口座について、速やかに止めて、それを被害者に返すという

制度づくりを、どういうふうにしたらいいのかということについて、今まさに焦眉の課題

として検討されているところなわけですが、そこら辺についても、既に金融庁の方もその

気になっていただいておりますが、これは郵政公社の問題でもありますので、どこにどう

盛り込んだらいいのか、たくさんあってよくわからないんですが、何かの形でワーキング

グループの意見として、そういう措置を考えていただくようなことが、盛り込めないのか

なとは思います。 

○山本座長  どうもありがとうございました。 

  何かございますか。 

○服部消費者企画課長  先生の御指摘の点は、まさに資料１のところでございまして、そ

こは重点だということで、重点的に御審議されて、資料１の方でまとめさせていただいて

おります。 

  あと、今回そこに入っていないようなところ、重点審議は時間的なこともございますの

で、そういったところは、こういう形で是非反映させていただきたい旨でございます。先

生がおっしゃることは、まさに資料１の中に入っております。 

○山本座長  ほかに御意見はございますか。 

  それでは、時間はまだございますけれども、委員の皆様から貴重な御意見をちょうだい

いたしまして、誠にありがとうございます。本日の御意見等を踏まえて、私の方で本資料

の修正等を行いまして、最終的にとりまとめたものを７月 12 日の消費者政策部会に提出し

たいと思いますが、その点について、御一任をいただけますでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○山本座長  どうもありがとうございます。 

  それでは、事務局から今後の進め方について御説明いただきます。 

○服部消費者企画課長  ７月 12 日に予定しております消費者政策部会におきまして、この

ワーキンググループからのとりまとめについて御報告いただきまして、第１ワーキンググ

ループの成果とともにとりまとめというものを予定しております。 

  以上でございます。 

○山本座長  それでは、本日は時間が短く済みましたけれども、これにて閉会とさせてい

ただきます。お忙しい中をお集まりいただき、熱心に御討議いただきまして、誠にありま

した。 

 


